
本人確認の措置における個人番号利用事務実施者が適当と認める書類等

規定 内容 適当と認める書類等 具体例

税理士法施行規則（昭和２６年大蔵省令第５５号）第１２条に規定
する税理士証票（提示時において有効なものに限る。以下「税理士
証票」という。）

税理士証票

本人の写真の表示のある身分証明書等（学生証又は法人若しくは官
公署が発行した身分証明書若しくは資格証明書をいう。以下同
じ。）で、個人識別事項の記載があるもの（提示時において有効な
ものに限る。以下「写真付身分証明書等」という。）

写真付き学生証、写真付き身分証明書、写真付き社員証、
写真付き資格証明書（船員手帳、海技免状、狩猟・空気銃所持許可
証、宅地建物取引士証（宅地建物取引主任者証）、電気工事士免状、
無線従事者免許証、認定電気工事従事者認定証、特殊電気工事資格者
認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、運行管理者技能検
定合格証明書、動力車操縦者運転免許証、教習資格認定証、認定合格
証（警備員に関する検定の合格証）等）、写真付き住基カード、一時
庇護許可書、仮滞在許可書

戦傷病者手帳その他官公署から発行又は発給をされた本人の写真の
表示のある書類で、個人識別事項の記載があるもの（提示時におい
て有効なものに限る。以下「写真付公的書類」という。）

戦傷病者手帳

規則第一条第一項第三号ロに規定する個人番号利用事務等実施者
（以下「個人番号利用事務等実施者」という。）が発行した書類で
あって識別符号又は暗証符号等による認証により当該書類に電磁的
方法により記録された個人識別事項を認識できるもの（提示時にお
いて有効なものに限る。）

カード等に電子的に記録された個人識別事項（氏名及び住所又は生年
月日）を下記の方法により、提供を受ける者の端末等に表示させるこ
とにより確認
・暗証番号による認証
・生体認証
・２次元バーコードの読取り

規則第１条
第１項第３
号ロ

官公署又は個人番号利用事務等実施者から発
行され、又は発給された書類その他これに類
する書類であって個人番号利用事務実施者が
適当と認めるもの（通知カードに記載された
個人識別事項の記載があるものに限る。）

本人の写真の表示のない身分証明書等で、個人識別事項の記載があ
るもの（提示時において有効なものに限る。以下「写真なし身分証
明書等」という。）

写真なし学生証、写真なし社員証、写真なし住基カード、資格証明書
（生活保護受給者証、年金・恩給証書、各種医療受給者証等）、介護
保険負担限度額認定証、介護保険特定負担限度額認定証、介護保険利
用者負担額減額・免除等認定証、介護保険負担割合証、国民健康保険
限度額適用認定証、国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定
証、国民健康保険高齢受給者証、国民健康保険特定疾病療養受療証、
国民健康保険被保険者資格証明書、後期高齢者医療限度額適用・標準
負担額減額認定証、後期高齢者医療特定疾病療養受療証、後期高齢者
医療被保険者資格証明書、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に
支援するための法律による受給者証（障害福祉サービス受給者証、地
域相談支援受給者証、自立支援医療受給者証、地域生活支援事業受給
者証）、児童福祉法による通所受給者証、重度心身障害者等・ひとり
親家庭・子ども医療費助成制度の受給者証、在学証明書

税理士証票 税理士証票

写真付身分証明書等

写真付き学生証、写真付き身分証明書、写真付き社員証、
写真付き資格証明書（船員手帳、海技免状、狩猟・空気銃所持許可
証、宅地建物取引士証（宅地建物取引主任者証）、電気工事士免状、
無線従事者免許証、認定電気工事従事者認定証、特殊電気工事資格者
認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、運行管理者技能検
定合格証明書、動力車操縦者運転免許証、教習資格認定証、認定合格
証（警備員に関する検定の合格証）等）、写真付き住基カード、一時
庇護許可書、仮滞在許可書

写真付公的書類 戦傷病者手帳

個人番号利用事務等実施者が発行した書類であって識別符号又は暗
証符号等による認証により当該書類に電磁的方法により記録された
個人識別事項を認識できるもの（提示時において有効なものに限
る。）

カード等に電子的に記録された個人識別事項（氏名及び住所又は生年
月日）を下記の方法により、提供を受ける者の端末等に表示させるこ
とにより確認
・暗証番号による認証
・生体認証
・２次元バーコードの読取り

規則第１条
第１項第２
号

官公署から発行され、又は発給された書類そ
の他これに類する書類であって、通知カード
に記載された氏名及び出生の年月日又は住所
（以下「個人識別事項」という。）が記載さ
れ、かつ、写真の表示その他の当該書類に施
された措置によって、当該書類の提示を行う
者が当該個人識別事項により識別される特定
の個人と同一の者であることを確認すること
ができるものとして個人番号利用事務実施者
が適当と認めるもの

規則第２条
第２号

官公署から発行され、又は発給された書類そ
の他これに類する書類であって、行政手続に
おける特定の個人を識別するための番号の利
用等に関する法律施行令（平成二十六年政令
第百五十五号。以下「令」という。）第十二
条第一項第一号に掲げる書類に記載された個
人識別事項が記載され、かつ、写真の表示そ
の他の当該書類に施された措置によって、当
該書類の提示を行う者が当該個人識別事項に
より識別される特定の個人と同一の者である
ことを確認することができるものとして個人
番号利用事務実施者が適当と認めるもの



本人確認の措置における個人番号利用事務実施者が適当と認める書類等

規定 内容 適当と認める書類等 具体例

規則第３条
第２項第２
号

官公署又は個人番号利用事務等実施者から発
行され、又は発給された書類その他これに類
する書類であって個人番号利用事務実施者が
適当と認めるもの

写真なし身分証明書等

写真なし学生証、写真なし社員証、写真なし住基カード、資格証明書
（生活保護受給者証、年金・恩給証書、各種医療受給者証等）、介護
保険負担限度額認定証、介護保険特定負担限度額認定証、介護保険利
用者負担額減額・免除等認定証、介護保険負担割合証、国民健康保険
限度額適用認定証、国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定
証、国民健康保険高齢受給者証、国民健康保険特定疾病療養受療証、
国民健康保険被保険者資格証明書、後期高齢者医療限度額適用・標準
負担額減額認定証、後期高齢者医療特定疾病療養受療証、後期高齢者
医療被保険者資格証明書、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に
支援するための法律による受給者証（障害福祉サービス受給者証、地
域相談支援受給者証、自立支援医療受給者証、地域生活支援事業受給
者証）、児童福祉法による通所受給者証、重度心身障害者等・ひとり
親家庭・子ども医療費助成制度の受給者証、在学証明書

本人の署名及び押印並びに代理人の個人識別事項の記載及び押印が
あるもの（税理士法（昭和二十六年法律第二百三十七号）第二条第
一項の事務を行う者から個人番号の提供を受ける場合を除く。）

本人並びに代理人の個人識別事項（氏名及び住所又は生年月日）の記
載及び押印のある提出書類

個人番号カード、運転免許証、旅券その他官公署又は個人番号利用
事務等実施者から本人に対し一に限り発行され、又は発給をされた
書類その他これに類する書類であって、個人識別事項の記載がある
もの（提示時において有効なものに限り、税理士法第二条第一項の
事務を行う者から個人番号の提供を受ける場合を除く。）

写真付き学生証、写真付き身分証明書、写真付き社員証、
写真付き資格証明書（船員手帳、海技免状、狩猟・空気銃所持許可
証、宅地建物取引士証（宅地建物取引主任者証）、電気工事士免状、
無線従事者免許証、認定電気工事従事者認定証、特殊電気工事資格者
認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、運行管理者技能検
定合格証明書、動力車操縦者運転免許証、教習資格認定証、認定合格
証（警備員に関する検定の合格証）等）、学生証、社員証、資格証明
書（生活保護受給者証、年金・恩給証書、各種医療受給者証等）、写
真付き住基カード、一時庇護許可書、仮滞在許可書、写真なし学生
証、写真なし社員証、写真なし住基カード、資格証明書（生活保護受
給者証、年金・恩給証書、各種医療受給者証等）、介護保険負担限度
額認定証、介護保険特定負担限度額認定証、介護保険利用者負担額減
額・免除等認定証、介護保険負担割合証、国民健康保険限度額適用認
定証、国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証、国民健康保
険高齢受給者証、国民健康保険特定疾病療養受療証、国民健康保険被
保険者資格証明書、後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定
証、後期高齢者医療特定疾病療養受療証、後期高齢者医療被保険者資
格証明書、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための
法律による受給者証（障害福祉サービス受給者証、地域相談支援受給
者証、自立支援医療受給者証、地域生活支援事業受給者証）、児童福
祉法による通所受給者証、重度心身障害者等・ひとり親家庭・子ども
医療費助成制度の受給者証、在学証明書、通知カード

規則第６条
第１項第３
号

官公署又は個人番号利用事務等実施者から本
人に対し一に限り発行され、又は発給された
書類その他の本人の代理人として個人番号の
提供をすることを証明するものとして個人番
号利用事務実施者が適当と認める書類



本人確認の措置における個人番号利用事務実施者が適当と認める書類等

規定 内容 適当と認める書類等 具体例

税理士証票 税理士証票

写真付身分証明書等

写真付き学生証、写真付き身分証明書、写真付き社員証、
写真付き資格証明書（船員手帳、海技免状、狩猟・空気銃所持許可
証、宅地建物取引士証（宅地建物取引主任者証）、電気工事士免状、
無線従事者免許証、認定電気工事従事者認定証、特殊電気工事資格者
認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、運行管理者技能検
定合格証明書、動力車操縦者運転免許証、教習資格認定証、認定合格
証（警備員に関する検定の合格証）等）、写真付き住基カード、一時
庇護許可書、仮滞在許可書

写真付公的書類 戦傷病者手帳

個人番号利用事務等実施者が発行した書類であって識別符号又は暗
証符号等による認証により当該書類に電磁的方法により記録された
個人識別事項を認識できるもの（提示時において有効なものに限
る。）

カード等に電子的に記録された個人識別事項（氏名及び住所又は生年
月日）を下記の方法により、提供を受ける者の端末等に表示させるこ
とにより確認
・暗証番号による認証
・生体認証
・２次元バーコードの読取り

規則第７条
第２項

登記事項証明書その他の官公署から発行さ
れ、又は発給された書類及び現に個人番号の
提供を行う者と当該法人との関係を証する書
類その他これらに類する書類であって個人番
号利用事務実施者が適当と認めるもの（当該
法人の商号又は名称及び本店又は主たる事務
所の所在地の記載があるものに限る。）

登記事項証明書、印鑑登録証明書その他の官公署から発行又は発給
をされた書類その他これに類する書類であって、当該法人の商号又
は名称及び本店又は主たる事務所の所在地の記載があるもの（提示
時において有効なもの又は発行若しくは発給をされた日から六か月
以内のものに限る。以下「登記事項証明書等」という。）並びに社
員証等、現に個人番号の提供を行う者と当該法人との関係を証する
書類（以下「社員証等」という。）

下記の書類及び社員証等の法人との関係を証する書類（社員証等が発
行されない場合は「法人の従業員である旨の証明書」）
・登記事項証明書（登記情報提供サービスの登記情報を電子計算機を
用いて出力することにより作成した書面を含む）
・印鑑登録証明書

規則第９条
第１項第２
号

官公署又は個人番号利用事務等実施者から発
行され、又は発給された書類その他これに類
する書類であって個人番号利用事務実施者が
適当と認めるもの

写真なし身分証明書等

写真なし学生証、写真なし社員証、写真なし住基カード、資格証明書
（生活保護受給者証、年金・恩給証書、各種医療受給者証等）、介護
保険負担限度額認定証、介護保険特定負担限度額認定証、介護保険利
用者負担額減額・免除等認定証、介護保険負担割合証、国民健康保険
限度額適用認定証、国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定
証、国民健康保険高齢受給者証、国民健康保険特定疾病療養受療証、
国民健康保険被保険者資格証明書、後期高齢者医療限度額適用・標準
負担額減額認定証、後期高齢者医療特定疾病療養受療証、後期高齢者
医療被保険者資格証明書、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に
支援するための法律による受給者証（障害福祉サービス受給者証、地
域相談支援受給者証、自立支援医療受給者証、地域生活支援事業受給
者証）、児童福祉法による通所受給者証、重度心身障害者等・ひとり
親家庭・子ども医療費助成制度の受給者証、在学証明書

規則第１０
条第１号

本人及び代理人の個人識別事項並びに本人の
代理人として個人番号の提供を行うことを証
明する情報の送信を受けることその他の個人
番号利用事務実施者が適当と認める方法

本人及び代理人の個人識別事項並びに本人の代理人として個人番号
の提供を行うことを証明する情報の送信を受けること

委任状（税務代理権限証書）のデータの送信

規則第１０
条第２号

代理人に係る署名用電子証明書（電子署名等
に係る地方公共団体情報システム機構の認証
業務に関する法律（平成１４年法律第１５３
号。以下「公的個人認証法」という。）第３
条第１項に規定する署名用電子証明書をい
う。）及び当該署名用電子証明書により確認
される電子署名が行われた当該提供に係る情
報の送信を受けることその他の個人番号利用
事務実施者が適当と認める方法

代理人に係る署名用電子証明書及び当該署名用電子証明書により確
認される電子署名が行われた当該提供に係る情報の送信を受けるこ
と（公的個人認証法第１７条第４項に規定する署名検証者又は同条
第５項に規定する署名確認者が個人番号の提供を受ける場合に限
る。）

代理人の署名用電子証明書

規則第７条
第１項第２
号

官公署から発行され、又は発給された書類そ
の他これに類する書類であって、令第１２条
第２項第１号に掲げる書類に記載された個人
識別事項が記載され、かつ、写真の表示その
他の当該書類に施された措置によって、当該
書類の提示を行う者が当該個人識別事項によ
り識別される特定の個人と同一の者であるこ
とを確認することができるものとして個人番
号利用事務実施者が適当と認めるもの


